
災害時における栄養・食生活支援活動

～穴水町での支援活動を中心に～

R6.10.29 第83回日本公衆衛生学会総会自由集会
「災害時における公衆衛生関係職種が連携した栄養・食支援を考える」

穴水町保健センター前（R6.3.20撮影） 兵庫県企画部計画課 諸岡 歩
日本栄養士会公衆衛生職域理事（災害担当）

・人口7,363人高齢化率50.6%（石川県30.7%,全国29.1％）R5.10.1時点

・高血圧の有所見者が県内で最も多い
・コミュニティ自治会、見守り体制が厚い
・プロパン、簡易水道、井戸水→ﾗｲﾌﾗｲﾝが自立している地域が多い。
・車など交通手段がないと不便
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○厚生労働省健康・生活衛生局健康課は、被災地の避難所等で生活する方への栄養・食生
活支援について、公益社団法人日本栄養士会に特殊栄養食品ステーションの設置等に関
する協力依頼（1/4）をするとともに、災害時健康危機管理チーム（DHEAT）及び保健
師等の応援派遣の枠組みを活用し、全国からの行政管理栄養士の派遣調整等を実施した。

→DHEAT派遣開始（1/9～）、保健師等応援派遣（管理栄養士含む）開始（1/18～）

令和６年能登半島地震における栄養・食生活支援
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穴水町：兵庫県管理栄養士の活動 1/27～3/24（1クール7泊8日,現地6.5日）９名派遣

1/27～ 保健師チームに帯同開始、穴水町管理栄養士（2名：子育て健康課と住民福祉課）の活動状況把握

自衛隊、NPO等による食支援の全体像を把握、支援物資集約拠点の状況把握

避難所巡回・アセスメント開始（2/３で1回目が8割終了）

2/３～ 自衛隊炊き出しの献立・食材確認 ➢ 自衛隊炊き出し 3/2終了

2/7～ 能登北部保健福祉センター管理栄養士主催第1回栄養士連絡会（②3/11、③3/22）

穴水町_食事に関する避難所関係部門会議への町栄養士の出席に向けた調整

2/10～ 要配慮者支援に関し、JDA-DATの派遣依頼を検討 ➢ 3/1～20 JDA-DAT派遣

2/11～ 町より配食センター設立準備への協力依頼（在庫物資を活用した献立作成等）

2/15～ 個票から栄養情報の拾い上げ（食事情報不十分、項目追加）➢要配慮者や栄養課題抽出

2/20～ 石川県行政管理栄養士連絡会参加（本庁・保健福祉ｾﾝﾀｰ、派遣自治体栄養士、週１回～3/19最終）

2/22～ 被災高齢者等把握事業（社協全戸訪問）の項目に追加要望（食事回数変化・嚥下機能）

2/27～ セントラルキッチンによる配食開始、衛生管理の徹底、調理従事者との連携

3/1～ JDA-DATによる要配慮者支援、セントラルキッチン・避難所巡回の開始

3/18～ 避難所における平均的な食事内容の栄養量算出、参照量との比較、過不足対応

3/19 1.6歳児健診と3歳児健診の再開、仮設住宅入居後の栄養・食生活実態調査や

巡回栄養相談方法の検討（様式作成、3/21,23仮設巡回を踏まえて、様式見直し）

3/22       今後の配食事業の実施体制に係る打ち合わせ、中長期計画（案）作成

4月下旬を目処に避難所解消、仮設住宅500戸建設完了予定

発災後

1か月

1か月半

２か月

３か月

２か月半
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災害時の栄養・食生活支援活動の
マネジメント

栄養

アセスメント

栄養・食生活

支援活動の立案

資源確保と

連携体制構築

栄養・食生活

支援活動の展開

進捗管理と

評価

標準的な取組方法の
確立が必要

・避難所栄養管理
・避難所衛生管理
・避難所格差是正
・要配慮者支援等

・DHEATや保健師ﾁｰﾑ、D24Hから
情報収集（健康課題、ﾗｲﾌﾗｲﾝ）

・避難所食事状況調査票や個票等
からの栄養量算出 等

・避難所巡回・
食環境整備

・要配慮者栄養
指導

・仮設住宅生活
者自立支援等

・支援物資集約拠点と連携
・特殊栄養食品ｽﾃｰｼｮﾝ設置
・自衛隊、NPO団体、配食
事業者等と連携した食事
提供体制の構築

・他職種と課題やﾆｰｽﾞ共有
要配慮者支援等

・栄養参照量比較、
過不足対応

・自治体管理栄養
士、JDA-DAT
追加派遣要請

・中長期計画等

同職種間連携
（県・市町村、医療・福祉施
設等給食施設、栄養士会等）

4



避難所食事状況調査票
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栄養ｱｾｽﾒﾝﾄ



避難所の栄養管理
（ﾎﾟﾋﾟｭﾚｰｼｮﾝｱﾌﾟﾛｰﾁ）

①１日２食以下の避難所がないか。

➢保健師チームやD24Hからの情報収集

②ガス・水道・電気は使用できるか。

③食事は何がどのように提供されているか。

➢配給、弁当、炊き出し（自衛隊、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱなど）

➢栄養量の算出、参照量との比較、過不足対応

④衛生管理に問題はないか。

➢炊き出し実施者、

被災者自身

物資集積所にて、栄養量の
過不足対応可能な食品を選定
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穴水町での
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「避難所における食事の提供に係る適切な栄養管理の実施について」

輪島市、珠洲市、穴水町、能登町、七尾市、志賀町衛生主管部（局）長宛て

石川県健康福祉部健康推進課長 事務連絡（令和６年２月27日）

被災以来、避難所の被災者に対する食事の提供にご尽力いただいているところですが、被災後
２か月を過ぎ、避難生活の長期化が予測される中、被災者に対し、栄養不足の回避、生活習慣病
の予防、生活の質の向上等のために、健康・栄養状態等を踏まえた食事の提供や評価を行い、
適切な栄養管理を図る体制の整備が急務となっています。

ついては、今般、厚生労働省健康・生活衛生局健康課栄養指導室の技術的助言を受け、別紙の
とおり、被災後２か月以降の避難所における食事の提供のための栄養の参照量をお示しすると
ともに、食事提供に係る留意事項を取りまとめました。避難所における食事の提供に当たっては、
管理栄養士の活用等により、長期化に対応して、メニューの多様化、適温食の提供、栄養バラン
スの確保、要配慮者に対する配慮等、地域や避難所の実情を十分に考慮し、食事回数や食事の量
及び質の確保・調整を行い、適切な栄養管理に努めてくださいますようお願いいたします。

（参考）避難所における食事の提供のための栄養の参照量について

１ 本参照量は、避難所生活が長期化する中で、栄養素の摂取不足を防ぎ、かつ生活習慣病を予防するため、
栄養バランスのとれた適正量を安定的に確保する観点から目安となる量として提示するものである。

２ 略
エネルギー・栄養素 １歳以上、１人１日当たり

エネルギー 1,800～2,200 kcal

たんぱく質 65～100 ｇ

ビタミンＢ1 0.9 mｇ以上

ビタミンＢ2 1.0 mｇ以上

ビタミンＣ 80 mｇ以上

※日本人の食事摂取基準（2020年版）で
示されているエネルギー及び各栄養素の値を基に

令和２年国勢調査結果（石川県）で得られた性・

年齢階級別の人口構成を用いて加重平均に

より算出
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被災地に食と職を生み出すキッチン

穴水町_セントラルキッチン(R6.2.27～)

被災地に食と職を生み出すキッチン 避難所に栄養ある食事提供 被災した飲食店には雇用 石川・
穴水町：東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)

・穴水町が内閣府と協力して設置
・穴水町管理栄養士が栄養バランスを配慮
した献立作成（支援物資も有効活用、毎
夕食150食程度、）

・能登北部保健福祉ｾﾝﾀｰと連携し衛生管理
・町が地元飲食店組合に委託。
被災した飲食店の雇用も創出

・県外ボランティアの炊き出しが行き届き
にくい小規模避難所にも食事を届けるこ
とで避難所間の格差是正

・避難所での避難を継続せざるを得ない方が一定数残る。
・今後、炊き出しボランティアの徹底が予測される。
・野菜不足、たんぱく質不足、食塩摂取過剰等の栄養バランスに問題あり。

白米・加賀丸いものすまし汁・厚揚
げのひき肉炒め

（特定原材料8項目、野菜の量、ｴﾈﾙｷﾞｰ
脂質・ﾀﾝﾊﾟｸ質・食物繊維量・食塩相当
量・ビタミンB1、B2、C、ﾅﾄﾘｳﾑ、ｶﾘｳﾑ）
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穴水町での
活動事例②

https://www.tokyo-np.co.jp/article/311920


要配慮者の栄養管理
（ﾊｲﾘｽｸｱﾌﾟﾛｰﾁ）

①栄養・食生活支援が必要な方を抽出する。

➢保健師や他職種からの報告、避難所代表者への聞き取り

➢被災高齢者等把握事業からの抽出

・震災前と比べて食事回数は減ったか。

・お口の状態（乾きやすい、舌がもつれる、硬いものが食べにくい、むせる）

②個別栄養相談を適切に実施する。

➢栄養ｱｾｽﾒﾝﾄの実施、栄養補助食品等の配付

➢相談記録と後陣への引き継ぎ

➢他職種（医師、歯科医師、保健師、ｹｱﾏﾈ等）への接続

R6.3.20高齢者把握事業で抽出された方への
巡回栄養相談方法の確認（穴水町栄養士とJDA-DAT）
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穴水町での
活動事例③



仮設住宅入居者への栄養・食生活支援

①保健師による初回訪問時に食事情報の把握を可能とする。
➢保健師と栄養士が共同して「仮設住宅入居者健康相談票（案）」を作成

仮設住宅入居者へのプレ使用を経て、調査項目見直し

体重増減、食欲低下、喫食（朝・昼・夕）、緑の野菜（有・無）、たんぱく質（朝・昼・夕）

自炊状況（週○日）、口腔（硬いもの食べにくい、飲み込みにくい、むせる）

②管理栄養士による食生活実態調査・巡回栄養相談の実施（記録表作成）

R6.3.21仮設住宅入居者への巡回栄養相談
（たんぱく質補給のため、支援物資のサバ缶を活用した簡単レシピの紹介）

身体状況や食事摂取
状況、食環境などの
実態を踏まえた
アセスメントを行い、
必要な支援を講じる

買物対策、食品管理や食べ方支援（簡単調理）、個別栄養指導など 10

穴水町での
活動事例④



たんぱく質（朝・昼・夕）

自炊状況（週 回）

たんぱく質（朝・昼・夕）

自炊状況（週 回）

たんぱく質（朝・昼・夕）

自炊状況（週 回）
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中長期計画の作成支援

通常業務と被災業務を並行して進めるためには、

中長期派遣管理栄養士やJDA-DATの派遣要望、
雇用管理栄養士の確保が必要
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穴水町での
活動事例⑤



（参考1）JDA-DATの栄養・食生活支援活動

認定栄養ｹｱ･ｽﾃｰｼｮﾝ（七尾市）管理栄養士と
派遣ﾘｰﾀﾞｰ（行政、学校、地活等）を中心に活動
・2月3日 奥能登4市町JDA-DAT派遣開始
→引き継ぎなど情報連携が不十分
（連絡ﾉｰﾄ、SNSとｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽを使用し
情報連携体制の構築）

・現在、仮設住宅入居者への個別支援・
集団支援（県→石川県栄へ委託）

集団支援

県栄ﾌﾘｰﾗﾝｽ管理栄養士と派遣ﾘｰﾀﾞｰ（医療、

福祉等）を中心に活動
・1月8日 いしかわ総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ内に

1.5次避難所開設（水道・排水・加熱機器

なし、電源不足）

・1月10日 夕食から食事提供開始（1回150食、

ﾚﾄﾙﾄ等既製品利用、嚥下調整食ｺｰﾄﾞ1j,2,3,4)

・2月29日 体重等の栄養評価開始
・5月31日 食事提供終了（栄養支援継続）

栄養士としての基礎的なスキルや知識、実践
経験が重要（栄養評価・食数管理・衛生指導や管理）

奥能登での活動 1.5次避難所での活動（運営DMAT）

受援体制（人員派遣調整、特殊栄養食品やｱﾚﾙｷﾞｰ対応食

品等物資調達・管理・輸送調整、情報発信や情報共有）

石川県栄養士会災害対策本部（金沢市）
日本栄養士会
災害対策本部
1/2～3/31

k金沢市

～珠洲市
まで

約135km
（東京駅か
ら富士山）
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東日本大震災総括ＰＰＴ/日本栄養改善学会近畿支部学術総会/３．東日本大震災総括ＰＰＴ（ＰＡＲＴ３）.ppt


（参考2）能登半島地震を踏まえた自治体管理栄養士対象研修

全国保健所管理栄養士会「緊急企画：活動報告会」
➢被災地派遣における組織内調整状況や被災地での活動状況
①石川県、②DHEATチーム、③保健師等帯同、④日本栄養士会JDA-DAT

日本栄養士会「47都道府県栄養士会公衆衛生職域リーダー研修会」
➢行政とJDA-DATが連携した栄養・食生活支援活動
①国（厚生労働省）、②JDA-DAT（災害対策事業部）→ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ

4月

14日

4月

20日

10月

29日

7月

21日

全国保健所管理栄養士会「日本公衆衛生学会自由集会」
➢公衆衛生関係職種が連携した栄養・食生活支援
①DHEAT活動（保健所長）、②保健活動（統括保健師）、
③歯科口腔保健活動（歯科医師）、④栄養・食支援活動（管理栄養士）

全国保健所管理栄養士会「スキルアップ講座No.1」
➢官民連携による被災地栄養・食生活支援活動
①国（厚生労働省）、②全国災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援団体ﾈｯﾄﾜｰｸJVOAD、
③国際NGOﾋ゚ ｽーﾎ゙ ﾄー゙ 災害支援ｾﾝﾀｰ、④日本栄養士会、⑤石川県（保健所、市町）
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出典：大規模災害時の栄養・食生活支援活動ガイドライン 一部改変

栄養士会のJDA-DATが、高齢者の嚥下状況に応
じた食事形態の調整など、要配慮者への個別対
応した食事を提供

＜食事をする場所＞ ＜食事調整場所＞ ＜嚥下調整した食事＞

1 . 5次避難所における個々の要配慮者
に適した 栄養管理の実施

ﾎﾟﾋﾟｭﾚｰｼｮﾝｱﾌﾟﾛｰﾁ「避難所栄養管理」

ﾊｲﾘｽｸｱﾌﾟﾛｰﾁ「要配慮者栄養管理」

＜避難所・在宅巡回検討＞

＜仮設住宅栄養相談＞

＜支援方針検討＞

プレーヤー

コーディネーター

＜炊き出し/（左）NPO、（右）自衛隊＞

栄養不足の回避、
生活習慣病の予防
生活の質の向上等

目
的

避難所栄養管理
個別栄養相談

被災者の個々の状況に応じた対応が必要

食事の量の安定的な確保とともに、栄養バランス
の改善に資する物資の確保が必要

被災現場
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災害時健康危機管理支援チーム

（DHEAT）
医師、保健師、薬剤師、管理栄養士、
事務職等

後
方
支
援

栄
研
災
害
研
究
室

大規模災害時の栄養・食生活支援体制「能登半島地震」



能登半島地震における栄養・食生活支援活動
～関連職種・団体との協働連携～

DHEAT

保健師

管
理
栄
養
士
・
栄
養
士

JDAT(歯科)

言語聴覚士

・被災地管理栄養士へのﾌｫﾛｰ
・優先課題と活動の方向性の提示
・栄養課題や現場ﾆｰｽﾞが保健医療
福祉調整本部へ届く

・自治体栄養士派遣要請に繋がる

民間団体

・栄養・食生活に関する情報量や
情報の質が格段に良くなる

・保健ﾁｰﾑと連携した避難所ｱｾｽﾒﾝﾄ
や要配慮者情報の収集と対応

発災初期から管理栄養士
による適切な栄養・食生
活支援ﾏﾒｼﾞﾒﾝﾄが重要
➢DHEATﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰに管理
栄養士の参画明記

➢自治体栄養士早期派遣
➢国直轄初期対応ﾁｰﾑ検討

実現したこと

JDATと連携した食の要支援者情報
の収集と対応

協働・連携

被災者への食事提供（弁当、炊き
出し等）の栄養・衛生管理指導

1.5次避難所での摂食嚥下評価

今後の課題

要配慮者の個々に配慮
した食事提供が必要
➢企業及びｱﾚﾙｷﾞｰ学会等と
事前協定等締結
➢ｷｯﾁﾝｶｰ等厨房設備の確保

災害対応力の向上が重要
➢DHEAT研修への管理栄
養士積極的受講
➢県・市町村やJDA-DAT
との合同研修
➢災害対応ﾏﾆｭｱﾙ整備、栄
養士会との協定締結等

16



（最後に）災害時の栄養・食生活支援活動

◆受援・支援の状況は時々刻々と変化する

◆災害時の受援・支援活動には、固定したシナリオはない

◆既存の知識・技術を活用し、それらを結び合わせることが必要

◆個と全体との「間」を考慮しながら活動することが必要

◆被災者との協働が必要（自立援助）

◆多職種との連携が重要（支援チームの受け入れ）

◆ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝと尊重、ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの保護 連携・繋ぐ

17

➢日頃の訓練により、自らの災害対策体制を確立、それが
「受援」につながる。
➢災害が発生した際に的確に対応するためには、平時のうちに
できることは準備しておくことが必要。
例えば、保健所や市町村と、関係団体等の間で、日頃から

「顔の見える関係」を構築しておくことが必要。



（参考３）フェーズに応じた栄養・食生活支援活動
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栄養教育・相談



都道府県
栄養士会

締結年月日 締結先 表題

新潟県 平成9年2月14日 新潟県 災害時の救護活動に関する協定書

京都府 平成19年8月6日 京都府 災害時等における京都府栄養士会の協力に関する協定

広島県 平成25年2月15日 広島県 広島県災害時公衆衛生チームへの協力に関する協定書

鳥取県 平成25年3月25日 鳥取県 災害時における鳥取県栄養士会の協力に関する協定書

岩手県 平成27年2月6日 岩手県 災害対策基本法に基づく指定地方公共機関の指定

徳島県 平成28年2月18日 徳島県 大規模災害時における災害支援活動に関する協定書

神奈川県 平成28年4月26日 神奈川県 災害時の医療救護活動についての協定書

岡山県 平成28年8月19日 岡山県 岡山県災害時公衆衛生活動への協力に関する協定書

鹿児島県 平成29年3月30日 鹿児島県
災害時における栄養相談等の支援活動に関する協定
災害時における栄養相談等の支援活動に関する協定実施細目

兵庫県 平成29年3月30日 神戸市 災害時における栄養・食生活支援に関する神戸市と公益社団法人兵庫県栄養士会との協定

高知県 平成29年5月15日 高知県 大規模災害時における栄養・食生活支援活動に関する協定書

兵庫県 平成29年5月22日 兵庫県
災害時における栄養・食生活支援活動に関する兵庫県と公益社団法人兵庫県栄養士会との協定書
災害時における栄養・食生活支援活動に関する兵庫県と公益社団法人兵庫県栄養士会との協定実施細目

石川県 平成29年6月30日 石川県 災害時の医療救護等に関する協定書

鹿児島県 平成29年9月27日 鹿児島市
災害時における福祉避難所等の人的支援に関する協力協定書
災害時における福祉避難所等の人的支援に関する協力協定書細目

大阪府 令和元年5月8日 大阪府 災害時における栄養・食生活支援活動に関する協定書

大阪府 令和元年5月28日 大阪市 災害時における栄養・食生活支援に関する大阪市と公益社団法人大阪府栄養士会との協定書

長崎県 令和元年10月18日 長崎県 災害時の栄養・食生活支援活動に関する協定書

愛知県 令和2年3月24日 愛知県 災害時における栄養・食生活支援活動に関する協定書

三重県 令和2年3月25日 三重県 災害時における栄養・食生活支援活動に関する協定書

佐賀県 令和2年4月27日 佐賀県 災害時における栄養・食生活支援活動に関する協定書

埼玉県 令和2年8月25日 埼玉県 災害時における栄養・食生活支援活動に関する協定書

栃木県 令和2年9月24日 栃木県 災害時における医療救護活動に関する協定書

愛媛県 令和2年10月15日 愛媛県 災害時における栄養・食生活支援活動に関する協定

東京都 令和2年12月28日 東京都 災害時における栄養・食生活支援活動に関する協定書

岐阜県 令和3年3月22日 岐阜県 災害時における栄養・食生活支援活動に関する協定書

山形県 令和3年3月24日 山形県 災害時における栄養・食生活支援活動に関する協定書

令和3年3月24日現在 24都府県3政令市締結済

長野県 令和3年5月20日
山梨県 令和3年9月17日
滋賀県 令和3年10月22日
山口県 令和3年3月19日
大分県 令和4年11月21日
静岡県 令和5年3月28日
奈良県 令和５年4月20日
東京都墨田区 令和2年10月28日
東京都練馬区 令和3年1月14日
東京都足立区 令和3年12月27日
東京都国立市 令和４年３月28日
東京都葛飾区 令和４年３月31日
東京都八王子市 令和4年9月26日
東京都東村山市 令和5年2月8日
東京都台東区 令和5年3月14日
東京都板橋区 令和5年4月1日
東京都清瀬市 令和5年9月15日
30都府県2政令市５市6区締結済

計4３自治体 R5.11月末
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（参考４）自治体と栄養士会との災害時の栄養・食生活支援活動にかかる協定


